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１．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う朝日ライフ リサーチ 日本株オー

プンの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25

号）第5条の規定により有価証券届出書を平成22年1月18日に関東財務局長に提出し

ており、平成22年1月19日にその効力が生じております。 

 

２．当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の

価格の下落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関

する外部評価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがありま

す。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基

準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

 

３．当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保

険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いた

だいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 

 

４．信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 

 

５．課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 
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第三部 ファンドの詳細情報 

第１ ファンドの沿革 

平成11年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 

 
第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原

則として午後 3時注までとし、当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申

込受付分として取り扱います。 
注：販売会社によっては午後 3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。 

②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために

開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払い

と引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、

追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた

め社振法に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受

託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

③当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る「分配金受取コース」と、税金を差

し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。

申込方法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」に

おける収益分配金の再投資については、1口単位となります。 

④お申込み価額は、取得申込受付日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申込手数料

にかかる消費税等が別に加算されます。ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資

については、当該計算期間終了日の基準価額となります。 

⑤お申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、5.25％（税抜5.0％注）を上限として販売会社が個別に定め

る率を乗じて得た額とします。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい、税率は合計で5％です。）

をいいます。 

⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものと

します。 

⑦「自動けいぞく投資コース」を選択する場合には、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款注」にしたがって

契約を締結します。 

また、「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者が、「定時定額購入サービス」を利用する場合には、

販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約注を締結するものとします。なお、「定時定額購

入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。 
注：販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定

を使用することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。 
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると

きは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すこと

があります。取得申込みの受付けが中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の

取得申込みを撤回できます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付中止

を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとします。 

 

２ 換金（解約）手続等 

＜解約請求について＞ 

①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後 3時注までと

し、当該解約請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱

います。 
注：販売会社によっては午後 3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。 

②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 

③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者
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は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委

託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、

社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。 

⑤ご解約価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額の 0.3％）を差し引いた額です。1

口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。 

税金については、交付目論見書の「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金（５）課税上

の取扱い」をご覧ください。 

⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目から販売会社の営業所等において受益

者に支払われます。 

⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 

⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあり

ます。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤

回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の

基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 

 
第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

①基準価額の計算  

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令お

よび社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除し

た金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して計算します。 
基準価額は、便宜上 1万口当たりで表示されます。 

当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。 
 

「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」

受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。

 
＜参考＞「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」の主要投資対象およびその評価方法 

株 式 
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金

融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、

または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。 
 

②基準価額の計算頻度と公表 

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせ

いただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、朝日ライフ「オールＥ」として掲載され

ます。 

 

委託会社：朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

ホームページアドレス 

http://www.alamco.co.jp/ 

フリーダイヤル 

０１２０－２
フ

８
ヤ

３
ソウ

１０
ト ウ

４
シン

 

（営業日の9:00～17:00） 

(２)保管 

該当事項はありません。 
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委

託会社は受益証券を発行しません。 
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(３)信託期間 

信託期間は無期限ですが、「（５）その他 ①信託の終了（償還）」の規定により信託を終了させる場合があります。 
 

(４)計算期間 

計算期間は、毎年10月20日から翌年10月19日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業

日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし

ます。 

 
(５)その他 

①信託の終了（償還） 
１）委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1をまたは5億口を下

回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了

させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官

庁に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載

した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る

すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ

き旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を

超えるときは、１）の信託契約の解約をしません。 

５）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益

者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

６）３）から５）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、

３）の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま

せん。 

７）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約

し信託を終了させます。 

８）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委

託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「③信託約款の変更

４）」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

９）受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新た

な受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

②償還金について 
１）償還金は、信託終了日（以下「償還日」といいます。）の後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、償

還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部

解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申

込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申

込者とします。）に支払います。 

２）償還金の支払いは、販売会社において原則として償還日（償還日に該当する日が休業日の場合には翌

営業日）から起算して5営業日までに開始します。 

 

③信託約款の変更 
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受

益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 
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３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超

えるときは、１）の信託約款の変更をしません。 

５）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

６）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、１）から５）までの規定

にしたがいます。 

 

④公告 
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 
⑤関係法人との契約の更改 
１）委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし、「①信託の終了（償還）」に該当すること

となった場合には解約されます。 

２）委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および

販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。 

 

⑥運用報告書の作成および交付 
委託会社は、毎期決算後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載し

た運用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。 
 

⑦信託事務処理の委託 
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託

受託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、

信託財産の管理に係る事務のうち再信託に係る契約書類に基づく所定の事務を行います。 
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託に係る報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の

中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。 
 

２ 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次のとおりです。 
①収益分配金に対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、

決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決

算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる

計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ

れている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日

までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手

数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するもの

とします。 
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②償還金に対する請求権 
受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。償還金は、信託終了日（以下「償還日」と

いいます。）の後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（以下「支払開始日」といいます。）から償還日において

振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受

益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため

販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い

ます。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還を

するのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定

にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払

いは、販売会社において原則として償還日（償還日に該当する日が休業日の場合には翌営業日）から起算

して5営業日までに開始します。 

受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するも

のとします。 
 

③換金（解約）請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は、「第２ 手

続等 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。 
 

④反対者の買取請求権 

信託約款の変更の内容が重大なものに該当する場合または信託契約の解約が行われる場合において、所定

の期間内に異議を述べた受益者は、自己に帰属する受益権について、受託会社に対して買取請求を行うこ

とができます。 
 

⑤帳簿閲覧権  

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する

ことができます。 
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第４ ファンドの経理状況 

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号)(以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に

関する規則」(平成12年総理府令第133号) (以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成してお

ります。 

 なお、財務諸表等規則は、平成20年８月７日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第９期計算

期間(平成19年10月20日から平成20年10月20日まで)および第10期計算期間(平成20年10月21日から平成21年

10月19日まで)について内閣府令第50号附則第２条第１項第１号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

 また、投資信託財産計算規則は、平成21年６月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第９

期計算期間(平成19年10月20日から平成20年10月20日まで)については改正前の投資信託財産計算規則に基づ

き作成しており、第10期計算期間(平成20年10月21日から平成21年10月19日まで)については内閣府令第35号

附則第16条第２項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第９期計算期間（平成19年10月20日か

ら平成20年10月20日まで）および第10期計算期間（平成20年10月21日から平成21年10月19日まで）の財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。  

 

その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 
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１ 財務諸表 

朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 

（１）貸借対照表 

（単位：円）

    
第9期 

(平成20年10月20日現在) 
第10期 

(平成21年10月19日現在) 

資産の部   

 流動資産   

  金銭信託 953,000 980,837

  コール・ローン 30,402,220 46,438,549

  親投資信託受益証券 2,595,649,289 2,870,516,352

  未収利息 316 76

  流動資産合計 2,627,004,825 2,917,935,814

 資産合計 2,627,004,825 2,917,935,814

負債の部   

 流動負債   

  未払解約金 962,368 －

  未払受託者報酬 1,800,417 1,473,846

  未払委託者報酬 25,205,843 20,633,743

  その他未払費用 89,965 73,627

  流動負債合計 28,058,593 22,181,216

 負債合計 28,058,593 22,181,216

純資産の部   

 元本等   

  元本 4,767,554,338 4,806,601,745

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,168,608,106 △1,910,847,147

   （分配準備積立金） 442,394,729 476,126,674

  元本等合計 2,598,946,232 2,895,754,598

 純資産合計 2,598,946,232 2,895,754,598

負債純資産合計 2,627,004,825 2,917,935,814
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（２）損益及び剰余金計算書 

（単位：円）

  
第9期 

自平成19年10月20日 
至平成20年10月20日 

第10期 
自平成20年10月21日 
至平成21年10月19日 

営業収益   

 受取利息 162,448 24,617

 有価証券売買等損益 △1,865,885,550 318,867,063

 営業収益合計 △1,865,723,102 318,891,680

営業費用   

 受託者報酬 3,849,769 2,754,721

 委託者報酬 53,896,773 38,565,978

 その他費用 192,374 137,612

 営業費用合計 57,938,916 41,458,311

営業利益 △1,923,662,018 277,433,369

経常利益 △1,923,662,018 277,433,369

当期純利益 △1,923,662,018 277,433,369

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △30,426,994 △616,970

期首剰余金又は期首欠損金（△） △252,746,313 △2,168,608,106

剰余金増加額又は欠損金減少額 9,867,589 64,313,305

 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,867,589 64,313,305

剰余金減少額又は欠損金増加額 32,494,358 84,602,685

 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 32,494,358 84,602,685

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,168,608,106 △1,910,847,147

    

 

（３）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第９期 

自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

第10期 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 

  移動平均法に基づき、基準価額によ

り評価しております。 

 同左 

   

２．収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益 有価証券売買等損益 

  約定日基準で計上しております。  同左 
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（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第９期 

(平成20年10月20日現在) 

第10期 

(平成21年10月19日現在) 

１．信託財産に係る期首元本額、期中追加

設定元本額及び期中一部解約元本額 

  

 期首元本額 4,808,306,023円 4,767,554,338円

 期中追加設定元本額 132,214,425円 179,808,800円

 期中一部解約元本額 172,966,110円 140,761,393円

   

２．計算期間末日における受益権の総数 4,767,554,338口 4,806,601,745口

   

３．元本の欠損  貸借対照表上の純資産額が元本

を下回っており、その金額は

2,168,608,106円であります。 

 貸借対照表上の純資産額が元本

を下回っており、その金額は

1,910,847,147円であります。 

   

４.１単位（１万口）当たりの純資産額 5,451円 6,025円

 (１口当たりの純資産額） (0.5451円) (0.6025円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

項目 

第９期 

自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

第10期 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

１．分配金の計算過程  計算期間末における費用控除後の

配当等収益（9,005,507円）、費用控

除後・繰越欠損金補填後有価証券売買

等損益（０円）、信託約款に規定する

収益調整金（92,994,507円）および分

配準備積立金（433,389,222円）より、

分配可能額は535,389,236円（１万口

当たり1,122円）でありましたが、今

期は分配を行いませんでした。 

 計算期間末における費用控除後の

配当等収益（46,338,968円）、費用控

除後・繰越欠損金補填後有価証券売買

等損益（０円）、信託約款に規定する

収益調整金（110,374,807円）および

分配準備積立金（429,787,706円）よ

り、分配可能額は586,501,481円（１

万口当たり1,220円）でありましたが、

今期は分配を行いませんでした。 

 

（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

 

第９期（自 平成19年10月20日 至 平成20年10月20日） 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 2,595,649,289 △1,857,562,569

合計 2,595,649,289 △1,857,562,569

 

第10期（自 平成20年10月21日 至 平成21年10月19日） 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 2,870,516,352 315,412,575

合計 2,870,516,352 315,412,575
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（デリバティブ取引に関する注記） 

第９期 

自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

第10期 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

 デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項

はありません。 

 同左 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第９期 

自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

第10期 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

 該当事項はありません。  同左 

 

（４）附属明細表 

① 有価証券明細表 

（株式） 

 該当事項はありません。 

 

（株式以外の有価証券） 

（平成21年10月19日現在）

種類 銘柄 券面総額 評価額（円） 備考

親投資信託受益証券 
朝日ライフ リサーチ  

日本株マザーファンド 
3,741,548,948 2,870,516,352  

合計  3,741,548,948 2,870,516,352  

（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 

 

②信用取引契約残高明細表 

 該当事項はありません。 

 

③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 
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（参考情報） 

 当ファンドは、「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸

借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて「朝日ライフ リサーチ 日本株マザー

ファンド」の受益証券です。 

なお、「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。 

 

「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」の状況 

以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

 

（１）貸借対照表 

（単位：円）

 (平成20年10月20日現在) (平成21年10月19日現在) 

資産の部 

 流動資産 

  コール・ローン 139,291,979 59,471,782

  株式 2,457,203,950 2,796,039,100

  未収入金 17,303,813 －

  未収配当金 27,457,250 23,954,825

  未収利息 1,450 97

  流動資産合計 2,641,258,442 2,879,465,804

 資産合計 2,641,258,442 2,879,465,804

負債の部 

 流動負債 

  未払金 45,606,836 9,072,387

  流動負債合計 45,606,836 9,072,387

 負債合計 45,606,836 9,072,387

純資産の部 

 元本等 

  元本 3,798,696,458 3,741,548,948

  剰余金 

   剰余金又は欠損金（△） △1,203,044,852 △871,155,531

  元本等合計 2,595,651,606 2,870,393,417

 純資産合計 2,595,651,606 2,870,393,417

負債純資産合計 2,641,258,442 2,879,465,804
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（２）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式 株式 

  移動平均法に基づき、原則として時

価で評価しております。 

 同左 

  時価評価にあたっては、有価証券報

告書における開示対象ファンドの計

算期間末日の金融商品取引所におけ

る最終相場（最終相場のないものにつ

いては、それに準ずる価額）、又は金

融商品取引業者等から提示される気

配相場に基づいて評価しております。

 

   

２．収益及び費用の計上基準 受取配当金 受取配当金 

  原則として、株式の配当落ち日にお

いて、その金額が確定している場合に

は当該金額、未だ確定していない場合

は予想配当金額を計上しております。

 同左 

 有価証券売買等損益 有価証券売買等損益 

  約定日基準で計上しております。  同左 

 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 (平成20年10月20日現在) (平成21年10月19日現在) 

１．有価証券報告書における開示対象ファンドの

期首における当該親投資信託の元本額、期中追

加設定元本額及び期中一部解約元本額 

  

 期首元本額 3,831,386,880円 3,798,696,458円

 期中追加設定元本額 －円 25,113,797円

 期中一部解約元本額 32,690,422円 82,261,307円

   

２．元本の内訳   

 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 3,798,696,458円 3,741,548,948円

   

   

３．有価証券報告書における開示対象ファンドの

計算期間末日における受益権の総数 

3,798,696,458口 3,741,548,948口

   

４．元本の欠損  貸借対照表上の純資産額が元

本を下回っており、その金額は

1,203,044,852円であります。

 貸借対照表上の純資産額が元

本を下回っており、その金額は

871,155,531円であります。 

   

５．１単位（１万口）当たりの純資産額 6,833円 7,672円

 (１口当たりの純資産額） (0.6833円) (0.7672円)
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（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

 

（自 平成19年10月20日 至 平成20年10月20日） 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

株式 2,457,203,950 △1,566,710,637

合計 2,457,203,950 △1,566,710,637

 

（自 平成20年10月21日 至 平成21年10月19日） 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

株式 2,796,039,100 155,365,634

合計 2,796,039,100 155,365,634

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

 デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項

はありません。 

 同左 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

 該当事項はありません。  同左 

 

（３）附属明細表 

① 有価証券明細表 

 

（株式） 

（平成21年10月19日現在）

評価額 
通貨 銘柄 株数 

単価 金額 
備考

日本円 国際石油開発帝石 19 800,000.00 15,200,000  

 きんでん 18,000 748.00 13,464,000  

 太平電業 18,000 1,050.00 18,900,000  

 キリンホールディングス 24,000 1,391.00 33,384,000  

 味の素 42,000 870.00 36,540,000  

 東洋水産 10,000 2,475.00 24,750,000  

 信越化学工業 8,600 5,360.00 46,096,000  

 エア・ウォーター 25,000 1,125.00 28,125,000  

 関西ペイント 37,000 751.00 27,787,000  

 中国塗料 16,000 608.00 9,728,000  

 ミルボン 4,800 2,175.00 10,440,000  

 小林製薬 3,900 3,860.00 15,054,000  

 武田薬品工業 16,000 3,690.00 59,040,000  

 アステラス製薬 7,000 3,700.00 25,900,000  
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 ロート製薬 29,000 1,146.00 33,234,000  

 久光製薬 2,600 3,320.00 8,632,000  

 ツムラ 6,000 3,250.00 19,500,000  

 ブリヂストン 28,800 1,586.00 45,676,800  

 住友金属工業 270,000 241.00 65,070,000  

 日本電工 32,000 703.00 22,496,000  

 住生活グループ 9,000 1,419.00 12,771,000  

 三浦工業 19,800 2,565.00 50,787,000  

 ＳＭＣ 3,500 10,670.00 37,345,000  

 小松製作所 25,100 1,797.00 45,104,700  

 クボタ 63,000 730.00 45,990,000  

 小森コーポレーション 25,800 1,121.00 28,921,800  

 グローリー 21,100 2,055.00 43,360,500  

 マキタ 5,900 3,210.00 18,939,000  

 日本電産 2,900 7,280.00 21,112,000  

 パナソニック 21,900 1,282.00 28,075,800  

 ソニー 17,200 2,660.00 45,752,000  

 キーエンス 1,900 18,230.00 34,637,000  

 ウシオ電機 21,600 1,479.00 31,946,400  

 浜松ホトニクス 15,200 2,200.00 33,440,000  

 村田製作所 4,400 4,400.00 19,360,000  

 キヤノン 11,100 3,540.00 39,294,000  

 リコー 35,000 1,250.00 43,750,000  

 デンソー 13,200 2,705.00 35,706,000  

 トヨタ自動車 31,000 3,630.00 112,530,000  

 本田技研工業 20,200 2,775.00 56,055,000  

 エクセディ 26,000 2,040.00 53,040,000  

 エフ・シー・シー 20,700 1,588.00 32,871,600  

 ＨＯＹＡ 17,200 2,065.00 35,518,000  

 バンダイナムコホールディングス 17,500 953.00 16,677,500  

 アシックス 32,000 818.00 26,176,000  

 ヤマハ 35,500 976.00 34,648,000  

 沖縄電力 5,800 5,000.00 29,000,000  

 東京瓦斯 106,000 368.00 39,008,000  

 東海旅客鉄道 70 606,000.00 42,420,000  

 ヤマトホールディングス 24,000 1,420.00 34,080,000  

 日立物流 25,000 1,151.00 28,775,000  

 日本郵船 68,000 353.00 24,004,000  

 商船三井 25,000 563.00 14,075,000  

 東北新社 8,800 493.00 4,338,400  

 ティーガイア 137 170,500.00 23,358,500  

 オービック 2,340 14,290.00 33,438,600  

 ジュピターテレコム 477 81,500.00 38,875,500  

 ＫＤＤＩ 106 490,000.00 51,940,000  

 コナミ 23,400 1,757.00 41,113,800  

 伊藤忠商事 80,000 614.00 49,120,000  
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 三井物産 49,400 1,263.00 62,392,200  

 三菱商事 23,400 1,984.00 46,425,600  

 ドトール・日レスホールディングス 15,400 1,276.00 19,650,400  

 セブン＆アイ・ホールディングス 18,200 2,160.00 39,312,000  

 コメリ 13,300 2,600.00 34,580,000  

 しまむら 3,100 8,980.00 27,838,000  

 ヤオコー 7,500 3,150.00 23,625,000  

 ケーズホールディングス 4,900 2,790.00 13,671,000  

 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 157,600 480.00 75,648,000  

 三井住友フィナンシャルグループ 24,800 3,290.00 81,592,000  

 静岡銀行 25,000 886.00 22,150,000  

 住友信託銀行 39,000 498.00 19,422,000  

 野村ホールディングス 36,300 650.00 23,595,000  

 大阪証券取引所 92 420,000.00 38,640,000  

 野村不動産ホールディングス 25,800 1,582.00 40,815,600  

 三菱地所 43,000 1,458.00 62,694,000  

 ダイビル 40,000 794.00 31,760,000  

 メッセージ 48 167,600.00 8,044,800  

 もしもしホットライン 10,000 1,639.00 16,390,000  

 ユー・エス・エス 4,810 5,390.00 25,925,900  

 セコム 9,500 4,340.00 41,230,000  

 ダイセキ 22,900 1,933.00 44,265,700  

合計 （82銘柄） 2,059,599 2,796,039,100  

 

（株式以外の有価証券） 

該当事項はありません。 

 

②信用取引契約残高明細表 

 該当事項はありません。 

 

③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 

 

 

 

２ ファンドの現況 
純資産額計算書 

平成21年11月30日 

Ⅰ 資産総額 2,648,302,446 円 

Ⅱ 負債総額 8,679,934 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,639,622,512 円 

Ⅳ 発行済数量 4,686,038,944 口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5633 円 

  （1 万口当たり純資産額） （5,633 円） 
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＜参考＞マザーファンドの現況 

平成21年11月30日 

Ⅰ 資産総額 2,621,292,812 円 

Ⅱ 負債総額 4,155,438 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,617,137,374 円 

Ⅳ 発行済数量 3,643,904,504 口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7182 円 

  （1 万口当たり純資産額） （7,182 円） 

 

第５ 設定及び解約の実績 

期 間 設 定 数 量（口） 解 約 数 量（口） 

自 平成 11 年 11 月 26 日 
第 1 計算期間 

至 平成 12 年 10 月 19 日 
16,728,370,954 9,028,020,074 

自 平成 12 年 10 月 20 日 
第 2 計算期間 

至 平成 13 年 10 月 19 日 
309,819,675 544,920,667 

自 平成 13 年 10 月 20 日 
第 3 計算期間 

至 平成 14 年 10 月 21 日 

212,740,369 563,690,257 

自 平成 14 年 10 月 22 日 
第 4 計算期間 

至 平成 15 年 10 月 20 日 
1,439,723,690 1,176,018,918 

自 平成 15 年 10 月 21 日 
第 5 計算期間 

至 平成 16 年 10 月 19 日 
1,301,477,321 843,846,527 

自 平成 16 年 10 月 20 日 
第 6 計算期間 

至 平成 17 年 10 月 19 日 

2,052,387,007 2,372,061,974 

自 平成 17 年 10 月 20 日 
第 7 計算期間 

至 平成 18 年 10 月 19 日 
970,428,719 2,978,775,591 

自 平成 18 年 10 月 20 日 
第 8 計算期間 

至 平成 19 年 10 月 19 日 
573,345,764 1,272,653,468 

自 平成 19 年 10 月 20 日 
第 9 計算期間 

至 平成 20 年 10 月 20 日 

132,214,425 172,966,110 

自 平成 20 年 10 月 21 日 
第 10 計算期間 

至 平成 21 年 10 月 19 日 
179,808,800 140,761,393 

（注1）日本国外における設定および解約はありません。 

（注2）第1計算期間の設定数量には、当初設定口数を含みます。 

 



／ ／
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